
第
三
巻
　
　
叢
　
説
　
　
高
麗
太
肌
の
憂
後
に
於
け
る
王
位
繕
髪
上
の
一
悲
劉

第
二
號

高
麗
太
浦
…
の
離
州
に
賛
け
る
王
土
縫
承
上
の
一
躍
麟

　
後
門
の
天
爾
八
年
、
高
麗
の
太
醐
王
建
議
じ
、
長
子
武

位
を
襲
ぐ
。
武
は
太
篇
が
弓
畜
の
水
軍
遊
軍
．
こ
し
て
宇
島

の
西
南
壱
州
に
出
で
澄
せ
し
時
、
木
浦
の
人
群
氏
の
女
を

幸
し
て
生
み
元
る
も
の
な
り
○
太
泓
が
弓
驚
に
代
り
て
新

朝
を
開
く
に
及
び
、
立
て
》
儲
武
こ
な
さ
む
ご
欲
せ
し
も
、

母
の
側
急
な
る
を
以
て
位
を
嗣
ぐ
を
得
ざ
る
べ
き
を
恐

れ
、
故
笥
一
に
柘
苦
ハ
砲
を
盛
り
、
少
層
を
臭
氏
に
賜
へ
り
○
湘
央
の

氏
蹴
て
大
匡
朴
述
煕
に
示
し
、
か
ば
、
捻
出
、
太
占
の
意
を

端
り
知
り
、
武
を
立
て
、
正
胤
こ
な
さ
む
こ
ご
を
講
ふ
う
因

っ
て
太
灘
即
位
の
四
年
、
面
立
の
命
あ
り
。
正
胤
は
太
子

の
総
な
り
〇
二
十
六
年
五
月
置
太
㍊
麗
す
る
に
臨
み
、
述

煕
に
托
す
る
に
軍
國
の
事
を
以
て
し
、
武
を
扶
堕
し
て
輔

佐
の
任
を
盤
さ
し
め
、
且
つ
内
外
の
属
僚
に
遺
命
し
，
並

文
學
士

池

し
て
○
　
　
（
二
四
六
）

内

宏

に
東
宮
の
庭
藤
を
懸
か
し
む
。
武
、
位
に
即
く
．
悪
宗
是

れ
な
夕
羅
破
叢
書
㍊
難
。
）
。

、
然
る
に
新
王
の
宮
廷
は
忽
ち
疑
問
に
満
ち
た
る
陰
謀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

妖
雲
に
覆
は
れ
た
り
。
太
麗
に
二
十
五
子
あ
り
」
斜
鼻
稠

胤
の
生
み
た
る
恵
宗
を
長
こ
し
．
劉
氏
嬬
麗
年
租
鞭
燵
励
の

出
な
る
蜷
厳
郷
及
び
昭
轍
鮒
等
之
し
次
ぐ
。
さ
て
太
澱
以
來

六
朝
に
歴
饗
し
把
る
崔
承
老
は
、
晶
帯
一
代
の
政
跡
を
論

じ
て
曰
く
、
【
、
恵
宗
久
在
二
東
宮
一
、
累
二
経
盤
撫
一
、
奪
二
禮

師
傳
、
善
褻
賓
鋒
、
山
レ
是
合
名
開
静
朝
野
、
及
二
四

即
琶
、
衆
畢
欣
然
、
時
流
レ
人
曙
二
定
宗
兄
弟
、
ぴ
。
膿

謂
レ
有
二
岩
石
】
、
悪
宗
平
身
不
レ
答
．
亦
無
レ
所
レ
問
、
恩
遇

愈
豊
．
待
レ
之
如
レ
初
、
故
人
皆
服
二
其
大
度
一
、
既
而
不
レ

修
二
徳
政
一
、
過
納
惜
身
命
一
、
左
右
前
後
常
以
二
甲
士
｝
相
随
、



蓋
皇
儲
レ
筆
太
甚
、
大
失
二
身
レ
君
之
壁
．
加
鳥
偏
賞
滋

藤
一
、
害
獣
不
レ
均
、
故
内
外
怨
嵯
、
人
心
携
戴
、
叉
即
位

鍮
年
、
硬
製
塩
痢
一
、
滋
強
軍
閥
俺
延
歳
月
、
於
レ
是
朝

匿
賢
士
不
レ
獲
レ
近
レ
前
、
郷
里
小
人
常
居
二
臥
内
一
、
嵌
疾

彌
篤
、
喧
二
目
増
、
三
年
之
聞
民
不
レ
見
レ
徳
、
至
二
干
単

音
之
μ
、
粗
野
レ
免
二
其
横
騨
、
可
レ
不
レ
痛
哉
」
ご
（
糠

灘
葎
）
。
所
謂
人
あ
り
て
響
昭
三
芳
圖
あ
る
を
適
せ

り
ご
は
、
王
規
の
企
て
だ
る
逆
織
を
指
し
下
る
に
て
、
、
其

の
事
實
は
詳
か
に
王
規
響
肇
披
讐
見
ゆ
。
規
は
廣
州
の

人
、
太
㍊
に
事
へ
て
大
野
こ
な
り
、
二
女
を
太
観
に
潜
れ

て
第
十
五
妃
及
び
第
十
六
妃
こ
な
す
〇
十
六
妃
一
子
を
生

み
、
慶
州
軽
震
こ
い
へ
り
。
悪
宗
二
年
、
規
、
王
の
弟
蝿

ε
昭
ご
に
異
議
あ
る
を
譜
す
っ
悪
宗
、
其
の
誕
愚
な
る
を

．
知
り
．
二
弟
を
恩
過
す
る
こ
ビ
愈
々
厚
か
り
し
が
、
司
看

官
提
言
夢
奏
し
て
曰
く
、
流
星
紫
微
を
犯
す
、
國
必
す
賊

あ
ら
む
ご
。
恵
宗
之
を
以
て
規
が
二
塁
を
害
す
る
の
癒
な

り
こ
し
、
乃
ち
長
公
主
を
昭
に
妻
は
し
、
獄
て
其
の
族
を

強
く
せ
し
か
ば
、
規
、
其
の
謀
を
行
ふ
を
得
ざ
り
き
◎
規

又
セ
廣
帰
院
翁
を
立
て
む
ご
欲
し
、
一
夜
王
の
睡
熟
せ
る

を
飼
ひ
、
其
の
蕪
を
遣
は
し
て
潜
か
に
臥
内
に
入
ら
し
め
、

將
に
大
逆
を
行
は
む
ご
す
。
恵
宗
之
を
逼
り
、
一
拳
賊
を

麗
し
、
左
右
を
し
て
曳
き
毘
で
し
む
。
而
し
て
復
π
問
ふ

所
な
し
。
叉
党
一
日
悪
宗
病
み
て
帥
徳
殿
に
在
り
、
知
夢

叉
π
奏
す
ら
く
、
近
く
將
に
愛
あ
ら
む
ご
す
、
碧
し
く
時

を
以
て
移
御
す
べ
し
ご
。
恵
垂
物
か
に
別
殿
に
徒
る
凸
規
、

夜
鴬
の
蕪
を
率
ゐ
、
壁
に
難
し
て
履
に
入
る
○
王
巳
に
在

ら
す
。
規
、
知
夢
を
見
、
劔
を
抜
き
て
罵
り
、
恵
宗
の
癌

を
移
せ
る
は
必
ず
其
の
謀
な
b
こ
な
す
◎
知
歯
3
3
に
言
は

す
。
規
乃
ち
退
く
。
早
書
、
規
の
研
爲
な
る
を
知
り
し
も

、
亦
犯
之
を
罪
せ
ざ
り
き
。
王
規
傳
は
規
の
兇
逆
に
閥
し

て
蜥
か
る
事
實
を
暴
ぐ
。
要
す
る
に
規
は
恵
宗
を
斌
し
、

且
つ
共
の
二
弟
を
害
し
て
贋
山
院
君
を
認
む
ご
し
た
る
も

の
な
る
が
、
恵
宗
の
之
を
知
っ
て
其
の
罪
を
問
は
ざ
り
し

は
尤
ゐ
疑
問
ざ
す
べ
し
ゆ
崔
書
影
が
恵
宗
の
美
徳
を
答
め

第
三
巻
　
叢
設
　
高
麗
太
皿
の
麗
後
に
於
σ
ろ
霊
位
繕
．
那
上
の
一
悲
劇

第
二
號

七
一
　
（
二
四
七
）



　
　
　
第
三
慧
　
　
叢
　
敵

て
「
徳
政
を
修
め
す
、
身
命
を
過
惜
し
、
左
右
前
後
常
に

登
臨
…
を
随
へ
た
り
」
云
々
ご
｝
言
へ
る
所
以
は
薙
に
あ
る
べ

く
、
親
を
謙
せ
し
定
宗
（
尭
｝
に
野
し
て
は
「
自
二
定
宗
［
至
レ

冷
三
十
八
年
置
其
聞
洪
扉
之
不
レ
絶
、
亦
定
宗
之
力
也
」
こ

の
並
並
を
呈
せ
り
。

　
然
ら
ば
悪
宗
は
何
故
己
が
身
命
を
危
く
せ
む
ご
し
診
る

逆
臣
を
諒
す
る
こ
鷲
を
な
さ
や
り
し
か
。
恵
宗
世
家
を
見

る
に
、
二
年
の
條
に
特
別
な
る
月
遍
を
示
さ
牽
し
て
「
大

匡
二
五
面
謝
二
王
弟
嘉
及
昭
一
、
王
知
二
其
護
一
、
恩
遇
愈
篤
、

規
叉
言
下
二
其
黛
．
謁
く
レ
壁
入
申
王
平
内
上
、
謀
レ
作
レ
凱
、
王
徒

野
レ
之
、
不
レ
記
し
ε
い
ひ
、
次
に
九
方
面
係
け
て
「
王
帯

下
、
群
臣
不
レ
得
こ
入
見
［
、
倣
蟻
掛
侍
レ
側
、
戊
巾
、
麗
二
干

重
光
殿
一
、
在
位
二
年
帆
壽
三
十
四
、
王
土
度
憐
弘
、
智

勇
絶
倫
、
自
二
王
規
謀
逆
之
後
一
、
多
レ
所
二
疑
忌
「
、
常
以
二

甲
昏
夢
衛
、
喜
怒
無
・
常
、
群
小
並
進
、
賞
二
賜
將
士
一
輪
レ

節
、
内
外
墜
怨
」
こ
い
へ
り
。
之
を
上
の
崔
承
老
の
言
及

び
王
規
傳
の
記
事
に
照
合
す
れ
ば
、
恵
宗
は
三
審
の
兇
暴

高
麗
太
瓢
の
難
後
に
於
け
る
王
位
纈
土
留
の
一
悲
劇

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
七
二
　
（
二
四
八
）

に
嬉
し
て
ひ
た
す
ら
趣
意
に
カ
め
、
其
の
不
貧
の
翻
に
疾

和
獲
て
、
九
月
戊
申
の
日
出
せ
し
が
如
し
、
而
し
て
次
弟

窒
（
定
宗
）
は
即
獄
即
位
し
、
．
翌
日
王
規
の
謙
に
伏
せ
し
こ

ご
は
、
定
宗
世
家
に
「
詩
宗
二
年
九
月
戊
申
．
群
臣
奉
レ
王

即
レ
位
、
巳
酉
．
王
規
謀
レ
逆
伏
レ
謙
」
ご
あ
る
に
て
知
ら

る
○
さ
て
雄
蕊
ご
朴
述
面
こ
の
爾
係
は
既
に
述
べ
回
る
所

の
如
く
、
「
太
子
を
扶
淫
し
て
善
く
輔
佐
せ
よ
」
こ
の
太

租
の
寄
託
に
甥
し
、
競
輪
は
一
に
遺
命
の
如
く
し
だ
り
こ

い
へ
ば
、
王
規
の
兇
暴
を
逞
う
す
る
に
捻
り
摯
彼
れ
が
悪

宗
を
漉
聴
し
π
る
も
の
、
第
一
入
な
り
し
は
之
を
察
す
る

に
鯨
う
あ
り
。
且
つ
彼
れ
は
性
勇
敬
．
嗜
ん
で
肉
を
鳴
ひ
．

蠣
除
蝶
蟻
ご
雄
も
皆
な
之
を
食
ふ
、
年
十
八
に
し
て
弓
衡

の
衛
士
こ
な
り
、
後
太
㍊
に
事
へ
て
累
々
軍
功
を
樹
て
た

り
こ
い
ふ
（
端
縫
灘
醗
）
。
葱
宗
が
左
右
前
後
常
に
二
士
を

随
へ
把
り
ご
い
ふ
は
、
必
歩
浦
煕
等
の
峯
み
し
兵
な
る
べ

し
。
傳
に
日
く
、
「
及
嵩
恵
宗
飛
じ
疾
、
述
黙
輿
二
王
規
一
相

悪
、
以
兵
平
冠
盈
随
、
定
宗
疑
レ
有
漏
心
明
、
流
｝
干
甲

’



鴎
一
、
規
閃
矯
レ
射
殺
レ
之
」
ご
。
述
煕
の
王
規
ご
相
蕾
み
し

は
繰
り
個
人
的
の
蘭
係
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
百
徐
の
兵

学
た
己
を
護
る
が
羨
め
に
随
へ
元
る
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
な

り
○
然
る
に
定
宗
、
疑
っ
て
以
て
異
志
な
b
こ
な
し
、
蓮

煕
を
墨
黒
講
に
流
し
・
は
何
ぞ
や
。
親
藩
の
一
事

を
捕
へ
て
悪
宗
兄
弟
の
互
に
嫉
質
し
把
・
る
關
係
を
推
想
せ

ざ
る
を
得
す
○
王
規
は
彼
等
兄
弟
に
共
通
し
把
る
逆
臣
な

る
に
、
共
の
規
を
窪
め
る
遽
煕
が
や
が
て
共
通
の
忠
臣
陀

る
こ
ご
能
は
ざ
り
し
は
、
一
に
こ
れ
が
爲
め
な
ら
ざ
る
べ

か
ら
ざ
れ
ば
な
り
◎
惟
ふ
に
惑
宗
は
夙
く
楽
聖
の
正
胤
把

り
し
も
、
億
の
側
微
に
し
て
嗣
立
の
難
か
る
べ
き
は
當
初

よ
り
顧
慮
せ
ら
れ
し
所
○
而
し
て
太
観
は
特
に
内
外
庶
醗

の
東
宮
の
庭
分
を
聴
一
べ
き
蓋
命
し
秀
（
大
羅
世
家
）
、
其
の

襲
位
の
後
異
腹
の
聖
な
る
定
宗
ご
協
は
ざ
り
し
形
跡
あ
り

ε
せ
球
、
そ
は
定
宗
に
王
位
を
競
望
す
る
念
め
り
し
を
意

味
す
る
も
の
な
る
べ
し
。
論
じ
て
薙
に
至
り
、
恵
贈
が
王

規
の
罪
を
闊
ふ
こ
ご
な
く
、
而
し
て
ひ
た
す
ら
自
衛
に
力

　
　
　
第
三
巻
　
　
㎝
叢
　
観

燕
麗
太
薩
の
蜷
後
に
於
け
る
王
位
纒
承
上
の
一
盛
劇

め
し
莫
不
可
思
議
な
’
る
事
件
を
考
ふ
れ
ば
、
蓋
し
所
以
あ

り
こ
す
べ
く
、
王
は
久
し
か
ら
す
し
て
王
位
0
3
競
惚
者
の

先
づ
逆
臣
に
整
さ
る
べ
き
を
期
待
し
、
典
の
機
の
至
る
に

及
び
て
逆
臣
を
諜
し
、
依
っ
て
以
て
自
ら
保
て
る
王
位
を

．
二
黒
な
ら
し
め
む
ご
し
陀
り
し
に
似
π
り
ゆ
堅
磐
老
が
王

の
麗
去
に
解
し
て
「
三
年
年
之
野
壷
不
レ
見
レ
憾
、
至
二
干
曇

駕
之
貝
一
、
粗
…
得
レ
免
ユ
其
横
難
一
》
可
レ
不
レ
痛
哉
」
ご
言
へ

る
を
玩
味
す
る
も
、
雰
期
く
推
測
す
る
の
不
興
に
あ
ら
ざ
．

る
べ
き
を
据
膳
。
既
記
の
如
く
王
規
嬉
に
擦
れ
ば
、
初
め

王
は
こ
弟
を
潜
せ
し
規
の
言
に
耳
を
蝦
さ
す
、
多
元
規
が

彼
等
を
害
せ
む
ざ
す
る
を
知
り
て
は
長
公
主
を
昭
に
妻
は

し
、
以
て
莫
の
族
を
強
く
し
た
り
こ
い
ふ
Q
さ
れ
ご
も
こ

は
恐
ら
ぐ
誠
意
馬
出
で
降
る
叢
ば
あ
ら
す
し
て
、
季
生
離

・
寧
し
た
る
二
弟
に
慣
し
、
王
自
身
が
規
の
敏
唆
者
に
る
嫌

疑
を
免
れ
む
ご
し
把
る
纏
寛
の
慮
澱
な
り
し
が
如
し
》

　
次
に
王
規
の
七
難
が
如
何
な
る
機
會
に
遽
げ
ら
れ
だ
る

か
を
考
ふ
る
に
、
時
臼
の
黙
に
重
て
恵
宗
麗
去
の
翌
日
な

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
七
三
　
ハ
ニ
二
九
）



　
　
　
第
三
巻
　
叢
訊
　
二
戸
太
嚴
の
薙
後
に
於
σ
ろ
王
位
織
．
淋
上
の
一
旦
劇
　
　
　
駕
二
丁
　
戸
七
凶
（
二
二
○
）

ゲ
し
は
上
交
世
家
の
記
事
に
依
り
て
明
か
な
れ
ご
も
、
其
　
る
の
戚
め
り
，
叉
た
王
規
傳
の
上
の
一
條
の
前
交
に
曰
く
、

等
の
事
魯
の
相
互
の
望
楼
に
っ
き
て
は
、
吏
上
の
記
載
は
　
「
頚
輪
悪
二
大
匡
朴
古
手
…
、
及
謡
悪
宗
麗
一
、
矯
二
定
宗
命
噌

甚
し
く
透
徹
を
長
く
。
王
規
傳
に
曰
く
、
「
初
恵
宗
疾
篤
匂
殺
レ
之
」
ご
。
さ
れ
ご
も
恵
宗
の
麗
去
ご
式
廉
の
入
京
ε
規

定
宗
知
三
二
有
二
異
志
一
、
蜜
輿
二
西
京
大
聖
式
廉
「
諜
レ
癒
レ
　
の
捕
簸
ご
が
殆
ざ
縁
日
に
起
れ
り
こ
せ
ば
、
規
が
其
の
闘

愛
、
及
二
規
將
ジ
作
レ
鑑
、
式
福
引
レ
兵
入
衛
、
規
不
二
敢
　
に
於
て
定
宗
の
命
を
矯
め
て
述
照
を
殺
す
の
暇
あ
る
べ
き

郵
、
乃
皐
キ
甲
串
、
遣
レ
人
邉
斬
レ
之
、
諒
二
芙
黙
三
二
か
Q
且
つ
規
を
評
す
る
の
無
ご
必
ず
關
係
あ
る
べ
き
恵
宗

徐
入
囲
」
ご
。
挙
式
廉
傳
の
交
亦
た
略
、
同
じ
。
王
式
廉
は
太
　
麗
去
の
軍
帽
が
、
其
の
條
に
は
記
る
さ
れ
す
し
て
、
斯
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ロ

醗
の
了
解
に
て
、
當
時
西
京
囎
に
鎭
せ
し
も
の
．
定
宗
は
密
　
る
疑
は
し
き
記
事
に
配
せ
ら
れ
し
も
怪
し
む
べ
し
。
要
す

か
に
之
ご
謀
り
、
茎
の
兵
を
率
み
て
摩
り
衛
る
を
待
ち
て
　
る
に
悪
宗
の
麗
ぜ
し
九
月
戊
申
の
目
、
群
臣
定
宗
を
奉
じ

突
刹
の
問
に
規
を
謙
す
る
の
暴
に
出
で
し
な
り
。
取
り
事
　
て
位
に
即
け
、
莫
の
蹟
定
宗
は
式
廉
の
入
京
を
迎
へ
て
王

件
の
性
質
上
若
干
の
日
数
を
隔
て
、
穿
り
き
ε
は
患
は
れ
　
規
を
捕
甚
し
紀
り
ε
恩
は
る
、
に
、
．
史
は
其
の
關
係
を
明
．

す
。
（
規
の
甲
藍
鼠
せ
ら
れ
し
ご
其
の
斬
ら
れ
し
ご
は
、
～
寵
せ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
融
々
夢
傳
糠
濃
を
潤
す
れ
ば

日
を
異
に
し
覚
り
し
な
ら
む
蕊
。
然
ら
ば
式
廉
の
入
京
ご
甚
だ
奇
異
な
る
記
事
を
得
。
闘
¢
、
「
定
宗
押
位
終
規
．

恵
宗
の
瓦
器
ご
は
略
、
其
の
臼
を
同
じ
、
～
せ
し
こ
ご
殆
ご
、
褒
三
原
密
奏
心
機
、
賜
叢
話
鞍
馬
銀
簾
こ
ご
。
既

疑
を
容
れ
ざ
る
に
、
王
命
傳
に
は
其
閣
係
を
示
せ
る
語
な
　
記
の
如
ズ
知
夢
は
叢
々
七
宗
の
危
難
を
救
へ
る
も
の
常
に

し
。
而
し
て
式
廉
入
衛
の
際
に
於
け
る
規
の
行
動
に
零
し
　
王
の
左
右
に
あ
り
て
其
の
耳
爵
π
り
し
ゃ
手
な
し
。
然
る

て
「
規
範
作
徹
」
こ
い
へ
る
は
、
少
し
く
抽
象
的
に
過
ぐ
　
に
規
を
諌
せ
し
定
宗
が
、
密
か
に
事
機
を
奏
せ
り
こ
て
知



夢
の
功
を
噛
せ
し
は
何
事
ぞ
。
定
宗
。
惑
宗
の
互
に
嫉
親

し
だ
る
を
思
へ
ば
、
こ
は
朋
か
に
知
夢
の
悪
宗
を
裏
切
れ

る
を
示
す
も
の
に
あ
ら
す
や
。
秘
笈
を
開
く
の
鍵
は
是
に

に
至
り
て
握
ら
れ
ヤ
轡
り
○
余
は
潮
通
一
な
る
更
筆
の
幕
を
隔
…

て
》
一
大
悲
劇
の
馳
せ
ら
れ
し
を
推
湿
し
、
定
宗
即
位
の

前
後
の
事
惰
を
次
の
如
一
説
曝
せ
む
ご
す
。
定
宗
は
惑
宗

が
故
ら
規
を
黙
せ
す
し
て
、
其
の
姦
計
を
縦
に
せ
七
む
る

に
堪
ふ
る
能
は
す
、
九
月
戊
申
の
口
を
期
し
て
西
京
の
兵

を
入
託
せ
し
め
、
ひ
ご
り
規
の
み
な
ら
す
、
悪
難
の
腹
心

墨
黒
を
麺
関
し
、
且
つ
豫
め
知
夢
を
籠
絡
し
て
尊
影
を
暗

殺
せ
し
め
し
な
る
べ
し
。
而
し
て
其
の
配
位
に
登
る
、
世

家
に
「
群
臣
奉
レ
王
」
の
語
あ
る
は
昧
ふ
べ
き
な
り
。
所
謂

異
志
あ
る
を
疑
っ
て
麺
煕
を
甲
串
に
流
し
、
定
宗
は
、
叉

沈
規
ご
相
並
べ
て
之
を
追
斬
せ
し
め
し
な
る
べ
く
、
必
ず

規
の
所
欝
に
は
あ
ら
じ
。
世
家
拝
に
諸
臣
の
傳
に
累
見
す

る
恵
宗
の
「
寝
疾
」
「
疾
、
篤
」
は
曲
筆
に
て
、
崔
承
老
の
「
即

位
鍮
年
》
．
便
致
工
抗
｛
剃
｝
、
躰
枕
之
間
俺
延
歳
月
」
ど
量
ロ
へ

　
　
　
第
三
巻
　
臥
叢
　
寄

る
も
亦
た
然
り
∩
承
老
叉
な
鷺
く
、
「
、
定
宗
在
二
藩
邸
一
時
，

早
有
為
聞
㍉
及
二
惑
宗
擾
レ
疾
彌
留
一
、
宰
距
王
氏
等
七

重
レ
所
　
レ
圖
、
窺
二
鰻
王
室
『
定
宗
先
認
レ
之
、
辛
労
二
西
都

患
義
之
將
一
定
レ
計
而
駕
レ
備
、
及
漏
内
難
將
；
作
、
衛
兵

大
至
、
故
姦
計
不
レ
成
、
群
兇
受
・
諒
、
雄
レ
由
「
一
天
命
「
、

叢
薄
‘
襟
章
．
一
、
豊
不
レ
耳
環
」
ご
。
前
に
は
「
有
レ
人
諮
』

定
宗
兄
弟
こ
ご
い
ひ
、
こ
》
に
王
規
の
客
を
揚
げ
て
其

の
崩
人
な
る
を
粧
ひ
、
且
つ
恵
宗
の
麗
去
ご
王
規
の
謙
鐵

ご
を
各
別
に
記
る
し
て
茎
の
同
時
に
起
り
し
を
示
さ
す
。

曲
筆
の
形
跡
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
王
規
の
異
圖

を
以
て
先
づ
定
宗
の
認
む
る
勝
こ
な
し
、
内
蓋
將
に
作
ら

む
ご
し
て
衛
兵
大
い
に
至
れ
り
こ
い
、
潮
が
如
き
、
事
實
の

眞
相
に
零
し
て
幾
何
の
儂
確
あ
る
文
字
に
も
あ
ら
ざ
る
な

ム
ソ
O

高
麗
太
概
の
麗
後
に
於
け
ろ
王
縫
直
上
の
一
悲
劇

第
二
號

七
五
　
（
二
五
一
）〆


